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　桐
生
税
務
署
で
は
、
所
得
税
及

び
復
興
特
別
所
得
税
、
個
人
消
費

税
、
贈
与
税
の
相
談
な
ど
に
つ
い

て
の
確
定
申
告
会
場
を
桐
生
税
務

署
４
階
会
議
室
に
設
置
し
て
い
ま

す
。

期
間
（
土
、
日
、
祝
日
を
除
く
）

○
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税

　＝
２
月
16
日
（
木
）
～
３
月
15

　日
（
水
）

○
個
人
消
費
税
＝
２
月
16
日（
木
）

　～
３
月
31
日（
金
）

○
贈
与
税
＝
２
月
１
日
（
水
）
～

　３
月
15
日
（
水
）

時
間
＝
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時

ま
で
※
受
け
付
け
は
午
前
８
時
30

分
か
ら
午
後
４
時
ま
で

　確
定
申
告
会
場
は
大
変
混
雑
す

る
た
め
、
長
時
間
お
待
ち
い
た
だ

く
場
合
や
受
け
付
け
を
早
目
に
締

め
切
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　申
告
書
の
作
成
に
は
時
間
を
要

し
ま
す
の
で
、
な
る
べ
く
午
後
２

時
頃
ま
で
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

郵
送
な
ど
で
も

提
出
で
き
ま
す

　国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
確

定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」

（http://w
w
w
.nta.go.jp

）

を
御
利
用
い
た
だ
く
と
、
自
宅
な

ど
の
パ
ソ
コ
ン
で
確
定
申
告
書
が

作
成
で
き
ま
す
。
書
面
を
印
刷
し

て
郵
送
い
た
だ
く
か
、e

イ
ー
・
タ
ッ
ク
ス

‐T
ax

で
送
信
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、

e

‐T
ax

で
の
提
出
に
は
事
前
準

備
が
必
要
で
す
。

　問
い
合
わ
せ
は
、
桐
生
税
務
署

（
自
動
音
声
案
内
☎
22
３
１
２

１
）
へ
。

確
定
申
告
の
お
知
ら
せ

　２月23日の「税理士記念日」に合わせて、所
得税の還付申告に関する相談と各種の税に関する
相談を行います。ただし、申告書の作成などは有
料になる場合があります。
期日及び相談内容
２月15日（水）＝所得税の還付申告に関する相談
２月23日（木）＝各種の税に関する相談
時間＝午前10時～午後４時
場所＝市内の各税理士事務所
申し込み＝電話で各税理士事務所へ申し込んでく
ださい。
　問い合わせは、関東信越税理士会桐生支部（☎
44‐3301）へ。

税に関する無料相談

　青色申告は自分の経営を客観的につかむための
重要な手段です。
　平成29年分の所得から青色申告を行う場合は、
３月15日（水）までに、桐生税務署に「青色申
告承認申請書」を提出する必要があります。
　なお、政府の農林水産業・地域の活力創造本部
において、青色申告を行っている農業者を対象に
収入保険制度の導入が決まりました。収入保険制
度は、品目の枠にとらわれず、自然災害による収
量減少だけでなく、価格低下なども含めた収入減
少を補填する仕組みです。
　詳しいことは、農林水産省ホームページを御覧
いただくか、関東農政局群馬支局（☎027‐221
‐1826）へお問い合わせください。

農業者の皆さんへ
青色申告をはじめましょう

　インターネットに接続されたパソコンがあれば、
国税に関する納税証明書をパソコンからオンライ
ン請求できます。
　オンライン請求であれば、手数料が安価で、窓
口での待ち時間も短縮できます。
　詳しいことは、国税庁ホームページを御覧
いただくか、桐生税務署（自動音声案内☎22-
3121）へお問い合わせください。

納税証明書の請求は
オンライン請求が便利

市
民
税
、
県
民
税
の

申
告
と
相
談

ー
の
記
載
と
本
人
確
認
書
類
の
提

示
又
は
写
し
の
添
付
が
必
要
と
な

り
ま
す
。
ま
た
、
扶
養
親
族
や
事

業
専
従
者
に
つ
い
て
も
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
を
記
載
し
て
い
た
だ
く
必
要

が
あ
り
ま
す
。

　詳
し
い
こ
と
は
、
広
報
き
り
ゅ

う
平
成
28
年
12
月
号
で
御
確
認
を

お
願
い
し
ま
す
。

　問
い
合
わ
せ
は
、
税
務
課
市
民

税
係
（
☎
内
線
２
２
８
）
へ
。

　２
月
16
日
（
木
）
か
ら
３
月
15

日
（
水
）
ま
で
（
土
・
日
曜
日
を

除
く
）
、
市
役
所
６
階
の
会
議
室

な
ど
で
受
け
付
け
ま
す
。
ま
た
、

一
部
公
民
館
で
も
事
前
に
受
け
付

け
ま
す
。
会
場
や
日
程
、
受
付
時

間
は
広
報
き
り
ゅ
う
１
月
号
を
御

覧
く
だ
さ
い
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
必
要
で
す

　今
回
の
申
告
か
ら
マ
イ
ナ
ン
バ

所
得
税
、
個
人
消
費
税
な
ど
は

２
月
16
日
（
木
）
か
ら

３
月
15
日
（
水
）
ま
で
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勤
労
者
生
活
資
金
の
御
利
用
を

申
し
込
み
＝
市
内
及
び
み
ど
り
市

大
間
々
町
な
ど
の
金
融
機
関
（
横

浜
銀
行
と
農
業
協
同
組
合
、
ゆ
う

ち
ょ
銀
行
を
除
く
）
へ
。

　詳
し
い
こ
と
は
、「
勤
労
者
向

け
制
度
融
資
の
ご
案
内
」
を
御
覧

い
た
だ
く
か
、
取
り
扱
い
金
融
機

関
又
は
産
業
政
策
課
商
業
・
金
融

係
（
☎
内
線
５
８
３
）
へ
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

対
象
＝
同
一
事
業
所
に
１
年
以
上

継
続
し
て
勤
務
し
、
市
内
に
１
年

以
上
居
住
し
、
市
税
な
ど
の
滞
納

の
な
い
勤
労
者
で
、
次
の
い
ず
れ

か
の
使
途
に
関
し
て
資
金
を
必
要

と
す
る
人

資
金
使
途
・
年
利
・
融
資
期
間
＝

左
表
の
と
お
り

限
度
額
＝
２
０
０
万
円

返
済
方
法
＝
分
割
返
済

資金使途 年利 融資期間

①医療・分べん費
②修学・資格取得
費（教育ローンな
ど）
③育児休業・介護
休業に伴う生活資
金

1.8％
以内

７年以内
※据置１
年以内可

④冠婚葬祭費
⑤生活耐久消費財
購入費（自動車の
購入費など）
⑥交通事故処理費
⑦災害復旧費
⑧住宅小修繕

2.0％
以内

６年以内

　軽
自
動
車
税
は
４
月
１
日
現
在

の
所
有
者
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

　軽
自
動
車
や
バ
イ
ク
な
ど
を
他

の
人
に
譲
っ
た
り
、
廃
車
し
た
り

す
る
場
合
は
３
月
31
日（
金
）ま
で

に
手
続
き
を
済
ま
せ
て
く
だ
さ
い
。

　廃
車
な
ど
の
手
続
き
は
、
次
の

場
所
で
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

○
原
動
機
付
自
転
車
（
１
２
５
ｃ

ｃ
以
下
）
・
小
型
特
殊
自
動
車

　税
務
課
諸
税
係
（
市
役
所
１
階
、

☎
内
線
２
２
４
）
、
新
里
支
所
市

民
生
活
課
（
☎
74
２
２
１
２
）
、

黒
保
根
支
所
市
民
生
活
課
（
☎
96

２
１
１
１
）

○
軽
自
動
二
輪
車
（
１
２
５
ｃ
ｃ

超
２
５
０
ｃ
ｃ
以
下
）

　群
馬
県
自
動
車
整
備
振
興
会

（
前
橋
市
上
泉
町
、
☎
０
２
７
‐

２
６
１
‐
０
２
７
４
）

○
二
輪
小
型
自
動
車
（
２
５
０
ｃ

ｃ
超
）

　関
東
運
輸
局
群
馬
運
輸
支
局

（
前
橋
市
上
泉
町
、
☎
０
５
０
‐

５
５
４
０
‐
２
０
２
１
）

○
軽
四
輪
自
動
車

　軽
自
動
車
検
査
協
会
群
馬
事
務

所
（
前
橋
市
野
中
町
、
☎
０
５
０

‐
３
８
１
６
‐
３
１
０
９
）

問
い
合
わ
せ
＝
税
務
課
諸
税
係

（
☎
内
線
２
２
４
）

入
札
参
加
資
格
の
認
定
を
受
け
て

い
な
い
業
者

申
し
込
み
＝
２
月
13
日
（
月
）
か

ら
３
月
10
日
（
金
）
ま
で
に
申
請

書
を
市
役
所
７
階
の
契
約
検
査
課

に
直
接
、
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

郵
送
で
は
受
け
付
け
て
い
ま
せ
ん
。

　市
が
発
注
す
る
契
約
金
額
が
50

万
円
以
下
の
建
築
、土
木
、設
備
関

係
の
工
事
・
修
繕
を
請
け
負
う
希

望
者
の
登
録
申
請
を
受
け
付
け
ま

す
。登
録
の
有
効
期
間
は
４
月
か

ら
平
成
31
年
３
月
31
日
ま
で
で
す
。

対
象
＝
桐
生
市
の
建
設
工
事
競
争

※
４
月
か
ら
は
、
追
加
で
随
時
受

け
付
け
ま
す
。

　申
請
用
紙
は
、
契
約
検
査
課
の

ほ
か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
有
り

ま
す
。

問
い
合
わ
せ
＝
契
約
検
査
課
契
約

係
（
☎
内
線
５
４
９
）

小
規
模
修
繕
工
事
契
約
希
望
者
登
録

平
成
29
・
30
年
度
分
定
期
申
請
の
受
け
付
け
を
開
始

軽
自
動
車
な
ど
の
廃
車
や
所
有
者
変
更

３
月
中
に
手
続
き
を

　新わたらせ健診・インフルエ
ンザ・各種検診受診券用封筒の
有料広告を募集します。
封筒の規格＝窓あき「長形３
号」（Ａ４判横３つ折用）
広告の掲載規格（１枠）＝縦４
センチメートル、横９センチメ
ートル、黒１色、封筒裏面
作成枚数＝９万2,000枚　
掲載料（１枠）＝173,600円
掲載枠数＝２枠
使用期間＝５月から在庫が無く
なるまで（１年間程度）
応募対象＝当該年度において、
納付すべき市税などを滞納して
いないこと。※規制業種、広告
掲載基準、掲載の順位、掲載料
に関しては、「桐生市公用封筒
広告掲載要綱（要綱）」のとお
りです。
申し込み＝２月８日（水）から
28日（火）までに、申込書を
直接健康づくり課成人保健係
（☎47‐1152）へ。
　要綱と申込用紙は、健康づく
り課のほか、市ホームページに
有ります。

健康づくり課
専用封筒に掲載する
有料広告を募集

　平成29年度から屋外広告物
の手続き事務が群馬県より桐生
市に移譲される予定です。広告
物を表示する際の許可事務など
を市で行うにあたり、条例に関
する説明会を開催します。
期日＝２月６日（月）
時間＝午後２時～３時
場所＝市役所６階605会議室
問い合わせ＝都市計画課景観係
（☎内線788）

屋外広告物条例に
関する説明会を
開催します
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